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１ はじめに 

大和市障害者自立支援センター（以下「支援センター」という。）は、主に障がい者に対する相談支援及び、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号 以下「法」とい

う。）に基づく就労移行支援事業を行う施設として大和市が設置する施設です。 

支援センターの前身は、昭和２８年に市が設置した大和市共同授産センターで、授産業務及び、就労に関す

る相談、就労の場の開拓、就労後のフォローアップなどを行ってきました。 

平成１８年からは、現在の場所に、新たに支援センターとして施設を開所しました。また、民間事業者等の

知識・能力・経験を活用し、質の高いサービスを安定して提供しながらも、効率的に運営を行うため、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４の２第３項の規定に基づき、指定管理者による管理運営を行うこと

で、障がいの種別や相談内容にとらわれない相談支援や就労訓練支援、市内の障がい者施設との連携などを行

っています。また、平成１９年４月からは、法の施行に伴い、就労訓練支援を就労移行支援事業に移行すると

ともに、大和市障害者自立支援協議会の事務局としての機能も担っています。 

このたび、令和３年３月３１日をもって、現指定管理者の指定期間が満了することから、次期指定管理者を

公募いたします。 

 

 

２ 管理運営の考え方 

大和市障がい者福祉計画（計画期間：令和２年度から令和６年度）では、「一人ひとりが、地域の一員とし

て『私』らしく生活しているまち」という基本理念に基づき各種事業への取り組み方針を定めています。支援

センターの事業に関わる計画の方針は次のとおり示されています。 

・「ライフステージに応じた生活支援」という方針に対する取り組み例に支援センターの相談支援事業と就

労移行支援事業が位置づけられています。 

・「地域生活の基盤づくり・社会的な壁のない環境づくり」という方針に対する取り組み例のひとつに障害

者自立支援協議会が位置づけられています。 

これらの方針に基づき、支援センターは、障がいのある方の就労に関する相談支援や訓練、指導や就労先の

開拓、就労後の支援などと合わせて、地域で自立した日常生活や社会生活が営むことができるよう、その人の

能力、適性に応じた福祉サービスの利用支援、情報提供や権利擁護の問題等の解決のための総合的相談支援を

行います。 

また、障がいのある方の地域生活での総合的支援の観点から障害者自立支援協議会を主催し、福祉サービス

事業所、学校、医療機関や地域の市民団体や福祉活動団体等との連携を図り、地域福祉に関する諸課題の解決

に向けて取り組みます。 
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３ 施設の概要 

(１)名称 

大和市障害者自立支援センター 

 

(２)所在地 

大和市鶴間一丁目１９番３号 

 

(３)敷地及び建物 

敷地 ９３５㎡ 

施設設備 

軽量鉄骨造平屋建 約５００㎡ 

相談室、作業室、社会適応訓練兼日常生活訓練室、食堂、地域交流スペース、ミー

ティングルーム、事務室、敷地内駐車（４台）ほか 

駐車場 
２６４．77㎡ （鶴間一丁目３０７１－３４） 

駐車台数約 10台 

 

(４)設置目的 

障がいを有する者一人ひとりが個人として尊重され、その有する能力及び適性に応じ、地域での日常生活

又は社会生活を営むことができるよう、自らの意思と責任に基づいた自己決定と社会参加の支援を図るた

めの福祉施設を設置する。（大和市障害者自立支援センター条例（以下、「条例」という。） 第１条） 

 

(５)開館時間 

月曜日～土曜日 午前８時３０分から午後５時１５分 

ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、市長の承認を得て開館時間を変更することができます。 

 

(６)休館日 

休館日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定する休日、１月２日、同

月３日及び１２月２９日から同月３１日までです。 

ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、市長の承認を得て休館日を変更することができます。 

 

 

４ 指定管理にあたっての条件 

（１）指定期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日（５年間） 

 

（２）業務の範囲 

(ア)就労移行支援事業 

①法第５条第１３項に規定する就労移行支援として、一般就労などに向けた、支援センター内や企業

における作業や実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援を行ってください。 

②障害者手帳を取得する見込みの方など法の訓練等給付の対象とならない方を対象とし、就労移行支

援と同様の事業を実施してください。 

③必要に応じて、検品・仕上げ等の作業工程のサポートをしていただく就労訓練パートナーを活用し

てください。難しい仕事の受注や大量受注が可能になることや、作業の幅が広がるなどの効果が期

待できます。また、障がい者と就労訓練パートナーが一緒に作業を行うことで、就労先に近い環境

設定ができます。 
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(イ)相談支援事業 

①相談 

法第５条第１８項及び法第７７条第１項第３号に規定される相談支援事業を市内に在住する障がい

児者及びその家族などを対象として行ってください。特に、就労援助を重点的に行ってください。 

○就労相談：相談、情報提供、職場開拓、フォローアップ、啓発、関係機関との連絡調整など 

○生活相談：相談、関係機関との連絡調整など 

       （参考）就労相談等実績 

  平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

就労相談数 1,036 件 1,399 件 1,663 件 

就労者数 13 人 22 人 25 人 

②連携 

障害福祉サービスの質的向上を目指し、市内の障がい者施設及び障害福祉サービス提供事業所等へ

の情報提供や連絡・調整を行ってください。 

③大和市障害者自立支援協議会 

大和市障害者自立支援協議会に事業所として参加するとともに、協議会の事務局として会議の主催

などを行ってください。 

 

(ウ)施設の維持・管理 

施設利用者が安全かつ快適に過ごせるように施設の維持・管理・環境美化に努めてください。 

①清掃に関する業務 

②設備の保守点検に関する業務 

③施設警備に関する業務 

④建物及び設備関係の技術的点検確認 

⑤施設修繕（指定管理者が行わなくてはならない修繕の範囲は、リスク分担のとおり） 

 

(エ)支援センターの利用の承認に関する業務 

 

(オ)その他、市長が必要と認める業務 

※業務について、指定期間中に制度改正等があった場合には、協議のうえ対応するものとします。 
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（３）職員の配置 

以下の人員を最低基準とし、職員を配置してください。 

部門 職 人数 備考 

管理部門 センター長（常勤） １人 

就労移行支援事業及び、相談支援事業の管理者

を兼ねられるものとします。 

ただし、その場合においては、社会福祉法（昭

和２６年法律第４５号）第１９条第１項各号の

いずれかに該当する者若しくは社会福祉事業

に２年以上従事した者又はこれらと同等以上

の能力を有すると市長が認めた者を配置する

こととします。 

就労移行支援事業 
法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準に従い人員を

配置してください。 

就労移行支援事業 

（訓練等給付対象外） 

職業指導員または生

活支援員（非常勤） 
１人  

相談支援事業 

相談員（常勤） ４人 

法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及

び運営に関する基準に準拠した人員を配置し、

かつ、下記の人員以上を配置すること。 

・相談支援専門員の資格を持つ者 2名（うち 1

名は併せて精神保健福祉士の国家資格を持

つ者とする） 

・相談支援専門員、社会福祉士若しくは精神保

健福祉士の資格を持つ者又は同等の能力が

あると市長が認める者 2名 

・当該業務の運営に支障がない範囲で、就労移

行支援事業の業務を兼ねられるものとしま

す。 

自立支援協議会事務

局担当者（常勤） 
１人 

相談員に準じた人員を配置してください。ま

た、事務員を兼ねられるものとします。 



障害者自立支援センター 指定管理者 募集要項 

 

5 

（４）モニタリングの実施 

市は、当該施設の円滑な運営を確保し、指定管理業務の実施状況を把握するため定期または随時にモニタ

リングを実施します。指定管理者が仕様書等に定める管理の基準を満たしていないと認めるときは、市は

改善勧告を行い、指定管理者がこれに従わない場合は、業務の停止や指定の取消しを行うことがあります。 

また、市の監査委員が必要と認めるときなどは、指定管理者の公の施設の管理に係る出納関係事務等につ

いて監査する場合があります。 

指定管理者は、施設の管理運営が施設の設置目的や協定書・仕様書等に沿って行われているか、定期的に

点検し、自己評価を行うとともに、指定期間中に「かながわ福祉サービス第三者評価推進機構」の認証を

受けた第三者評価機関による評価を定期的に受検してください。 

 

（５）指定管理料 

指定管理に要する費用は、訓練等給付、計画相談支援給付、条例第２１条に規定する利用料金及び市から

の指定管理料を基本とします。指定管理料は、令和３年度から令和８年度まで同額です。 

募集にあたり、市が提示する指定管理料の年度上限額は、３４，１９５，０００円（消費税及び地方消費

税を含む。）です。これは、上限額ですので、法人の独自の経営判断による指定管理料を収支予算書におい

て提示してください。上記金額を超えた額を提案すると失格となりますのでご注意ください。 

指定管理料は、センター長及び訓練等給付の対象とならない方を対象とした就労移行支援事業、計画相談

支援給付の対象とならない方を対象とした相談支援事業、それらの事業の実施に係る人件費及び事務費（光

熱水費、委託料等）として算出しています。 

なお、指定管理料は、協定書や仕様書の変更、改修工事等に伴う休館などにより協議の上、変更する場合

があります。 

 

（６）余剰金の取扱い 

指定管理業務において、各年度の収支決算で発生した余剰金は、指定管理者に帰属するものとします。 

 

（７）委託の制限 

指定管理者は、管理業務を一括して他に委託し、また請け負わせることはできません。ただし次の業務に

ついては、委託することが可能です。 

①日常・定期清掃 

②設備保守点検 

③施設警備 

④建物及び設備関係の技術的点検確認 

⑤あらかじめ市長の承認を得た業務 

 

（８）業務の引継ぎ 

(ア) 引継ぎ体制 

事業の引継ぎは、市議会の議決後に現指定管理者と次期指定管理者、市との３者による協議を行い、

協議終了後から協定を締結するまでの令和３年１月４日から令和３年３月３１日の間に行い、完了す

るものとします。なお、引継ぎに係る費用は現指定管理者と次期指定管理者の双方で負担するものと

します。 

また、現在支援センターを利用している者の継続利用を尊重してください。 

 

(イ) 人員の引継ぎ 

事業の継続性を確保するため、現指定管理者に雇用されている職員の雇用に努めてください。 
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（９）リスク分担 

種類 内容 
負担者 

市 指定管理者 

物価変動 
人件費、物品費等の物価にかかる変動に伴う経費の増  ○ 

ただし、急激な変動によるもの 協議 

金利変動 
金利の変動に伴う経費の増  ○ 

ただし、急激な変動によるもの 協議 

周辺地域・住民及び 

施設利用者への対応 

事業に対する苦情、反対、訴訟、要望 ○ △ 

施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者からの苦

情、反対、訴訟、要望への対応 
△ ○ 

地域との協調  ○ 

法令等の変更 

消費税（地方消費税を含む）率等の変更 協議 

一般的な税制変更等  ○ 

上記以外の施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○ △ 

相談業務において人員配置体制に基づく加算を受ける場合 協議 

政治、行政的理由に

よる事業変更 

政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が生

じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及

びその後の維持管理運営経費における当該事情による増加経

費負担 

○  

利用者の減少 
運営に影響を及ぼす利用者減少で管理者の責めに帰すことの

できないもの 
協議 

不可抗力等 

不可抗力に伴う施設、設備の修復による経費の増加によるもの ○ △ 

ただし、不可抗力及び大和市の責めに帰すべき事由に伴う、業

務履行不能のよる休業補償等 
協議 

書類の誤り 
仕様書等の市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

企画提案書等の指定管理者が提案した内容の誤りによるもの  ○ 

施設・設備の損傷 

経年劣化によるもの（1件当り１０万円（消費税及び地方消費

税含む）未満の修理費） 
 ○ 

経年劣化によるもの（乙の責めに帰さない修繕で、上記以外の

もの） 
○  

第三者の行為により生じたもので、相手方が特定できないもの

（１件当り１０万円（消費税及び地方消費税含む）未満の修理

費） 

 ○ 

第三者の行為により生じたもので、相手方が特定できないもの

（上記以外のもの） 
○  

上記以外の修繕 協議 

利用者及び第三者に

対する賠償 

指定管理者としての注意義務を怠ったことにより損害を与え

た場合及び、自主事業により損害を与えた場合 
 ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 協議 

セキュリティ 
警備不備による情報漏洩、犯罪発生  ○ 

ただし、犯罪による損害額が著しい場合 協議 

情報の保護 指定管理者が知り得た情報の漏えい  ○ 

指定期間満了時等の

費用 

指定管理業務の期間が終了した場合または期間中途における

業務を廃止した場合における事業者の撤収費用及び新しい指

定管理者への引継ぎに係る費用 

 ○ 

利用者の許認可 指定管理者の責によるもの  ○ 

コスト増大 施設管理上必要となった経費  ○ 

事業の変更・遅延・

中止 
指定管理者の運営上の瑕疵、事業放棄、事業破綻によるもの  ○ 

債務不履行 指定管理者の事業放棄、破綻等によるもの  ○ 

要求水準未達 指定管理者の運営が協定書の水準に満たない場合  ○ 

運営停止 指定管理者の責によるもの  ○ 
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（１０）その他 

(ア)社会福祉法、児童福祉法、発達障害者支援法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

など業務の実施に関連する法令等は全て順守してください。 

 

(イ)管理運営業務におけるリスク分担に備えて、指定管理者の費用負担により、施設賠償責任保険に加

入してください（てん補限度額 対人１名３千万円、１事故３億円、対物 １事故５００万円以上）。

また、作業等を請負う際の預かり物品が損傷した場合の損害賠償が可能な保険に加入してください。 

 

(ウ)現指定管理者が他の機関等と契約や協定を締結し実施している事業について継続をしてください。 

（社）日本オストミー協会神奈川支部と現指定管理者が協定を締結し実施しているストーマ用装

具の保管事業 

 

(エ)施設内に自動販売機を設置した場合、収入は指定管理者の収入とはなりません。また、自動販売機

に関するトラブル（釣り銭切れ、機械の故障破損による設置業者への連絡等、空き缶・空き瓶への

対応）や、販売物搬入に対する支援等については、自動販売機の設置業者と指定管理者との間で協

議していただくことになります。 

 

(オ)災害発生時の他施設の状況等により、施設を地域防災計画に基づく応急対策活動拠点として利用す

る要請があったときは、指定管理者は要請内容の運営支援業務にあたるよう努めることとします。 

 

 

５ 申込の手続き 

（１）応募資格 

(ア) 団体またはその代表者が次の事項に該当しないこと。 

①法律行為を行う能力を有しない者であること破産者で復権を得ない者であること国税又は地方税等を

滞納している者であること会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）により更生又は再生手続きをしている者であること指定管理者の指定を管理の委託とみな

した場合に、地方自治法第９２条の２、第１４２条（同法第１６６条第２項の規定により準用する場

合を含む。）または第１８０条の５第６項の規定に抵触する者であること地方自治法施行令（昭和２２

年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同法施行令第１６７条の１１第１項の規定により準用する

場合を含む。）の規定により、本市における一般競争入札の参加を制限されている者であること 

②大和市一般競争参加停止及び指名停止等措置要領第２条により、市の執行機関における一般競争参加

停止及び指名停止の措置を受けている者であること地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第１１項により２年以内に指定管理者の指定を取り消された者であること⑨暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号)第２条第２号に掲げる暴力団若しくはその

利益となる活動を行っている者であること又は、団体の代表者、役員若しくは職員が暴力団等の構成

員であること⑩大和市暴力団排除条例（平成２３年条例第４号）第２条第５号に掲げる暴力団経営支

配法人等であること。⑪２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けていること（必要な措置の実

施について労働基準監督署に報告済みである場合を除く）⑫共同事業体の場合には、構成する団体

のいずれかが以上の条件に該当すること 

(イ) 共同事業体の場合には、応募時に「共同事業体協定書」を提出できること、又は選定後協定締結時まで

に代表団体及び責任分担を明確に定めた組合契約を締結し、組合契約書の写しを提出することができ

ること 
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（２）提出書類 

次のものを提出してください。なお、追加資料の提出を求めることがあります。 

提出部数は、正本１部、副本１５部です。 

提出書類作成に当たっては、審査項目に留意して作成してください。 

(ア)指定管理者指定申込書（様式１） 

(イ)指定管理者指定申込みに係る誓約書（様式２） 

(ウ)理事、評議員及び役員等名簿（様式３） 

(エ)申込み団体の概要 

(オ)事業計画 

(カ)大和市障害者自立支援センターに関わる収支予算書 

※（エ）～（カ）については、別紙参照 

(キ)申込み団体の財産目録 

(ク)登記簿謄本 登記事項証明書（提出日において発行の日から３か月以内のもの） 

(ケ)定款、規約又は寄付行為 

(コ)申込み団体の令和２年度収支予算書・事業計画書 

(サ)申込み団体の平成３１（令和元）年度収支決算書・事業報告書 

(シ)理事、評議員または役員の名簿及び理事または役員の経歴 

(ス)直近３年間の監査結果資料（内部監査・外部監査・第三者評価） 

(セ)納税証明書または未納のないことの証明書 

①国税：法人税、消費税及び地方消費税 

②都道府県税：法人都道府県民税、法人事業税 

③市町村税：法人市町村民税、固定資産税及び都市計画税、事業所税 

※課税されていない場合は、その理由を提出してください（様式自由）。 

※大和市分に関しては、指定管理者指定申込みに係る誓約書により『納付状況を確認するこ

とに同意』していただき、市が直接確認するため証明書の提出は不要です。 

(ソ)申込み団体の概要が分るもの（パンフレット等） 

(タ)共同事業体の場合、共同事業体協定書又は組合契約書の写し 

 

（３）提出方法 

(ア)提出期間 

令和２年７月３１日（金）～令和２年９月１８日（金） 

ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定する休

日を除く 

受付時間：午前８時３０分から午後５時まで 

(イ)提出締切 

令和２年９月１８日（金）午後５時 

(ウ)提出場所 

障がい福祉課（大和市保健福祉センター５階） 

 

（４）応募者説明会 

令和２年８月１８日（火） 午後 １時 ３０分から 

場所 大和市障害者自立支援センター 

※４日前までに障がい福祉課へ電話でお申し込みください。 

 

（５）質問の受付 

質問は説明会のほか、下記の期間に限りメールでも受け付けます。なお、質問と回答の概要をホームペー
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ジで公開します。 

メール受付期間 令和２年７月３１日（金）～ ８月２１日（金）必着 

メール回答期日 令和２年８月２８日（金） 

 

 

６ 選定等の基準 

（１）選定方法 

大和市障害者自立支援センターの指定管理者選定委員会において候補者を選定し、市長が決定します。 

 

（２）選定の基準 

条例第１０条に基づき、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指

定管理者の候補者として選定します。 

①支援センターを利用する者に対し、平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。 

②支援センターの効用を最大限に発揮するものであること。 

③支援センターの適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

④支援センターの管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。 

⑤その他市長が別に定める基準 

 

（３）審査会 

指定管理者の候補者の審査は、大和市障害者自立支援センターの指定管理者選定委員会が行います。 

日時：令和２年１０月 ５日（ 月 ）  午後１時３０分から 

場所：大和市保健福祉センター ５階  ５０１会議室 

企画提案説明：申込団体による企画提案説明（プレゼンテーション） 

       １団体 説明時間２０分以内 出席者３人まで 

※審査会は公開します。ただし、審議過程については非公開とします。 

 

（４）選定結果の通知 

各団体あてに 令和２年１０月３１日までに通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 指定管理者の指定 

（１）指定 

指定管理者の指定は、地方自治法第２４４条の２第６項による議会の議決を経た後、市長が指定します。 

 

（２）指定日 

令和３年４月１日 
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（３）協定の締結 

指定期間、管理業務、指定管理料等について協定を締結します。 

 

 

８ スケジュール 

 

日 程（予定） 内 容 

令和２年 

７月３１日から９月１８日まで 募集要項配布及び申込み受付 

８月１８日 応募者説明会 

７月３１日から８月２１日まで メールによる質問受付 

１０月５日 選定審査会及び企画提案説明 

１０月３１日まで 選定結果の通知 

１２月 指定に関する議会の議決・協定書作成 

令和３年 

１月４日～３月３１日 引継ぎ（現・次期指定管理者、市による協議後） 

４月１日 指定管理者の指定 
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（様式１） 

 

指定管理者指定申込書 
 

   年  月  日 

 

 

大 和 市 長 あて 

 

 

申込者  所在地                   

 

団体名                   

 

代表者氏名              印  

 

 

 

大和市障害者自立支援センターの指定管理者の指定を受けたいので、申込みます。 

 

＜添付書類＞ 

(ア)指定管理者指定申込みに係る誓約書（様式２） 

(イ)申込み団体の概要 

(ウ)事業計画 

(エ)大和市障害者自立支援センターに関わる収支予算書 

(オ)申込み団体の財産目録 

(カ)登記簿謄本（申し込み前６か月以内） 

(キ)定款、寄付行為または規約（最新のもの） 

(ク)申込み団体の令和２年度収支予算書・事業計画書 

(ケ)申込み団体の平成３１（令和元）年度収支決算書・事業報告書 

(コ)理事、評議員または役員の名簿及び理事または役員の経歴 

(サ)監査結果資料（内部監査・外部監査・第三者評価） 

(シ)納税証明書または未納のないことの証明書 

①国税：法人税、消費税及び地方消費税 

②都道府県税：法人都道府県民税、法人事業税 

③市町村税：法人市町村民税、固定資産税及び都市計画税、事業所税 

※課税されていない場合は、その理由を提出してください（様式自由）。 

※大和市分に関しては、指定管理者指定申込みに係る誓約書により『納付状況を確認することに同意』

していただき、市が直接確認するため証明書の提出は不要です。 

(ス)申込み団体の概要が分るもの（パンフレット等） 
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（様式２） 

指定管理者指定申込みに係る誓約書 

 

  年  月  日 

 

大和市長 あて 

 

申込者 所在地 

団体名 

代表者氏名              印 

 

大和市障害者自立支援センターの指定管理者の申込みに際し、下記を誓約するとともに市による市税等の

納付状況の確認についても同意します。 

なお、当該宣誓に違反があった場合には、申込み者がそれまでに費やした費用を賠償することなく、市が

申込みを一方的に破棄する権利を有することに同意します。 

 

１． 団体またはその代表者が次の事項に該当しないこと。 

①法律行為を行う能力を有しない者であること 

②破産者で復権を得ない者であること 

③国税及び地方税等を滞納している者であること 

④会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）により更生又は

再生手続きをしている者であること 

⑤指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、地方自治法第９２条の２、第１４２条（同法第１

６６条第２項の規定により準用する場合を含む。）または第１８０条の５第６項の規定に抵触する者で

あること 

⑥地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同法施行令第１６７条の１１

第１項の規定により準用する場合を含む。）の規定により、本市における一般競争入札の参加を制限さ

れている者であること 

⑦大和市一般競争参加停止及び指名停止等措置要領第２条により、市の執行機関における一般競争参加

停止及び指名停止の措置を受けている者であること 

⑧地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項により、２年以内に指定管理者の指

定を取り消された者であること 

⑨暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号)第２条第２号に掲げる暴力

団若しくはその利益となる活動を行っている者であること又は、団体の代表者、役員若しくは職員が

暴力団等の構成員であること。 

⑩大和市暴力団排除条例（平成２３年条例第４号）第２条第５項に掲げる暴力団経営支配法人等である

こと。 

⑪２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けていること（必要な措置の実施について労働基準監督

署に報告済みである場合を除く） 

⑫共同事業体の場合には、構成する団体のいずれかが以上の条件に該当すること 

２． 共同事業体の場合には、応募時に「共同事業体協定書」を提出できること、又は選定後協定締結時までに

代表団体及び責任分担を明確に定めた組合契約を締結し、組合契約書の写しを提出することができること 

３． 指定管理者の選定に関して、自らを選定させるまたは他の申請者を選定させない目的をもって、選定

委員会の委員に接触しないこと。 

４． 応募書類に虚偽の記載がないこと。 
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（様式３） 

 

        年   月  日 

大和市長 あて 

 

申込者 所在地 

団体名 

代表者氏名              印 

 

理事、評議員及び役員等名簿 

   

 大和市が行っている指定管理者からの暴力団排除の取組みについて承知するとともに、警察署に対する 

照会及び通知に関し同意いたします。 

商号又は名称  

所在地  

役職名 

氏 名 生年月日 

性別 住    所 
ｶﾅ 漢字 

元

号 
年 月 日 

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

備  考  

備考１ ｶﾅは半角で、元号はM、T、S、H で、年月日はそれぞれ二桁で記入すること。 

備考２ 性別は、Ｍ（男）、Ｆ（女）のいずれかで記入すること。 

備考３  欄内に収まらない場合は、必要部数を作成し、提出すること。 
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（別紙） 

 

＜申込み団体の概要＞  

 

１． 団体の名称 

２． 所在地 

３． 代表者 

４． 基本財産 

５． 設立年月日 

６． 従業員数 

７． 事業の概要 

８． 応募の理由・運営に対する思い 

 

 

＜事業計画＞  

 

 

１ 支援センターを利用する者に対し、平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。 

基本姿勢 

1-1 支援センターを運営するにあたっての基本的な考え方 

1-2 人権についての考え 

1-3 虐待防止についての考え方 

1-4 苦情、要望等の対応体制 

1-5 職員の意見の事業への反映 

評価の実施 

1-6 自己や第三者などによる評価の実施 

引き継ぎの体制 

1-7 前指定管理者の利用者の引継ぎ 

1-8 前指定管理者との引き継ぎの人員体制 

就労移行支援事業への取り組み 

1-9 就労移行支援事業の実施について 

1-10 就労支援の取り組み実績 

相談支援事業への取り組み 

1-11 相談支援事業の実施について 

1-12 相談支援の取り組み実績 

1-13 自立支援協議会の取り組み 

 

２ 支援センターの効用を最大限に発揮するものであること。 

自主事業の実施 

2-1 自立支援センターの機能を生かした効果的な自主事業の実施 

・ 次の各項目について作成してください。 

・ 必要に応じパンフレットなどを添付してください。 

・ 各項目に当てはまらないことがある場合には、最後に「その他」として記載してください。 

・ 1-1 から 4-2までの順番で各項目に沿って作成してください。 

・ 評価表に記入してある「視点」に従って記入してください。 

・ 各項目にあてはまらないことがある場合には、最後に「その他」として記載してください。 
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地域との連携 

2-2 ボランティアの受け入れや行事の実施を通じた地域との交流 

 

３ 支援センターの適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

緊急時の対応 

3-1 災害発生時の対応（マニュアルの作成等） 

3-2 事故防止のための取り組み、リスクへの対応能力 

事業の収支 

3-3 指定管理業務及び指定管理以外の業務の収支計画 

経費削減 

3-4 経費削減の取り組み 

個人情報保護 

3-5 個人情報保護についての取り組み 

開かれた運営 

3-6 ホームページ等を利用した情報の公開 

環境への取り組み 

3-7 環境への取り組み 

 

４ 支援センターの管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。 

人員の配置 

4-1 職員配置 

団体の状況 

4-2 団体の経営状況 
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＜大和市障害者自立支援センターに関わる収支予算書＞  

 

 

(単位：円)  

収入見込 R3 年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

相談支援事業  

    

 

計画相談支援給付費         

         

 

 

就労移行支援事業  

 

訓練等給付  

利用者負担金  

その他 

         

         

 

 

収入見込合計①      

 

支出見込 R3 年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

相談支援事業      

 

人件費      

事業費      

事務費      

その他 

         

         

 

     

就労移行支援事業      

 

人件費      

事業費      

事務費      

その他 

         

         

 

     

支出見込額合計②      

 

見込収支差額①－②      

提案指定管理料③  

「① －②＋③」の金額      

・ 次の表を参考に収支予算書を作成し、記入欄が不足する場合は、別紙を添付してください。 

・ 生産活動や自主事業に係る収支は記入しないでください。 

・ 施設内に自動販売機を設置した場合、自動販売機に関する収入は指定管理者の収入とはなりませんの

で、収入に算入しないでください。 
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（参考資料）   

 

大和市障害者自立支援協議会の概要 

 

大和市障害者自立支援協議会は、大和市に居住する障がい者が、住み慣れた地域で自立した日常生活

や社会生活を営み、安心して豊かに暮らすことができるよう、委員相互に情報を共有し、地域の問題解

決を目指しています。 

［会議構成］ 

（１）定例会：相談事業者からの活動報告が主題。地域ニーズが集約される立場にある相談事業者の活

動報告を中心に、行政や地域の情報を、当事者団体を交え関係者が共有する場。 

（２）部会：課題にあわせた部会。現在は児童部会、地域生活支援部会、医療・福祉連携部会、障がい

者減災対策部会。 

（３）事務局会議：個別の支援会議や相談事業者の活動を通じて把握した情報等から、地域の情報･課

題を集約し、整理・分析する。 

（４）個別支援会議：相談支援事業の相談員による相談・個別支援会議の実績の集約や分析、課題検討

の場。事務局会議へとつなげていく。 

［構成］ 

相談支援事業者、行政、福祉サービス事業者、学校、当事者団体など 



 

 

 

 

お問い合わせ先 

大和市 健康福祉部 障がい福祉課 

大和市鶴間一丁目３１番７号 大和市保健福祉センター ５階 

電話 （０４６）２６０－５６６５  ＦＡＸ（０４６）２６２－０９９９ 

電子メール ke_shoug@city.yamato.lg.jp 


